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る
に
至
る
で
あ
I

O

旣
に
先
き
の
偷
敦
.
に

於
け
る
國
際
經
濟
會
W

に
早

く

急

の
片

鱗

は

.窺

ひ

得を
留

で

あ
 

る
。
然
ら
：ば
今
後
の
戰
債
問
題
.の

磨

に

：就
て
も
、
結
局
に
於
て
g

康

—
に
依
っ
て
解
決
を
見
る
の
外
な
い
で
あ
ら
ぅ
が
、
そ
.の
間
の
過
程
に
は
此
點
即
ち
米
國
の
翌
I

 

と
の
⑴
に
尙
久
し
き
に
亘
つ
て
,

な
る
紛
糾
を
免
れ
得
な
；い
で
.あ
ら
ぅ
。

.

.顧
I

業
戰
債
帳
消
論
は
歐
洲
大
I

後
|

歐
洲
復
興
の
一
策
と
し
て
、
又
今
4

は
I

的
I

I

の 

一.
5

し
て
は
何 

人
も
之
I

肯
す
る
所
で
あ
つ
：て
、
十
余
I

に
溯
り
.
1

3
そ
の
他
の
主
張
以
來
此
意
味
I

け
る
經
舊
と
し
て
は
旣
i

 

さ
れ
た
i

l

併
し
之
I

侧
I

れ
ば
、
そ
I

消
I

國
i

て
I

l

f

 

f

 

fら
れ
”
 

2

ぬ
-
題
で
あ
る
そ
の
货
に
今
日
主
張
さ
れ
っ
表
る
の
が「

豪
受
納
能
力」

の
蹇
で
あ
り
、
又

世

餐

奢

翌

に

衣

る

米 

s

f

期
待
す
る
帳
消
論
で
t

。
併
し
旣
g

如
く
I

Q

f
 

s證

s
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し
て
g

小
I

交

し

て
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豪

ロ

_

的
國
家
I
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I

代

着

春

昼

的

I

る
f
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S

全
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i

し
6

る
に
足
る
ほ
ど
有
力
な
經
濟
論
を
認
め
得
な
い
狀
f

t

。
， 

,

.

I

歐
I

I

髪

亲

f

 

_
し
I

僅

s

n
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s

昼

、
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I

て
1

1

1

1

し
て
も—

I

層

f

し
て
®

か

そ

の
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|

せ
ね
ば
||
ぬ
1|
"
!7
ン

地
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改
正
前
後
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明
治
維
新
は
.「

资
木
家
的
坐
：產
關
係
の
，支
配
的
展
開
べ
の
端
緖
.

一.〕

と
し
て
劃
期
的
3 1

耍
性
を
有
す
る
。
近
代
的
な
諸
制
度
及
.び 

諸
階
級
對
立
の
發
端
は
之
を
明
治
維
新
に
ま
.で
.
跡
付
け
る
こ
.と
が
出
來
や
ぅ
。
從
0

-r

、
近
：代
農
民
連
動
史
の
叙
述
は
、
.大
正
十1

半 

四n
：

の「

n

本
農
段
組
合j

の
結
成
に
^

を
起
す
べ
き
で
あ
ら
ぅ
が
*

尙
、
そ
の
前
史
は
少
く
と
も
地
租
改
正
並
び
に
そ
の
前
提
を
爲
し 

.

た
農
業
改
取
を
中
心
と
し
.
て
起
つ
た
農
圾
騷
撥
一
揆
に
遡
る
こ
と
が
：出
來
る
。
そ
.の
'
形
.態
は
、
明
治
十
尔
西
南
戰
役
を
轉
期
と
し
て
ブ 

ル
ジ
ョ
ァ
妈
主
主
義
遝
動
と
し
て
の
0

出
段
權
運
動
に
解
消
す
る
ま
で
は
、

尙
そ
れ
以
後
に
於
て
も——

舊
封
建
社
#

か
ら
.繼
承 

せ
ら
れ
.た

1

揆
形
態
を
#

續
し
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
が
、
.
明
治
維
新
の
も
.
つ
重
要
性
の
.
.故
；に
、
殊
に
階
級
分
化
の
起
點
と
を
つ
た
原
始 

的
諮
横
の
掼
杆
と
し
て
の
地
租
改
.1
1
£
:、
並
び
に
そ
の
前
提
要
仰
で
あ
る
^

奴
解
放
が
近
代
的
農
業
史
の
起
點
と
し
て
有
す
る
21

耍
性
の 

故
に
で
あ
る
o
.:
-

こ
の
意
味
に
於
て
：筆
客
は
近
代
農
段
運
動
前
史
の
第
—*

期
を
構
成
す
る
明
治
初
期
棘
に
雄
租
改
JH

:を
中
心
と
す
る
農
民 

運
動
の
.本

質
.#

び
に
そ
：£

思
雜
を
究
|'
!
)
3せ
/v
i

す
る
一
も
の
で
あ
る
？
そ
の
爲
め
に
は
ノ
#

づ
明
治
維
新
の
變
革
過
程
'の
：社
#
的
政
治
諸 

:

條
他
に
ょ
っ
.
.て
：決
定
さ
：れ
.る
小
農
域
の
險
級
的
地
趴
、
即
ち
農
说
に
對
す
る
茭
亂
識
墩
の
搾
耿
關
係
と
商
業
资
木
•

高
利
货
資
本
の
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:

沙
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粒
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.

體
的
分
析
が
.

^

さ
れ
な
け
れ
ば
、な
ら
な
い

0

'
:
.
ス

_

邈
制
度
.の
特
質
は
家
內
手H

業
と
結
び
っ
い
た
農
業
赢
經
濟
の
基
礎
.
P

走
 

播
く
、.
不
挑
剩
餘
勞
働
の
吸
引
.

I

す
る
I

)

と
す
也
.ば
、「

そ
の
土
地
所
有
め
純
封
建
的
1

制
と
.>:發
達
し
た
小
農
經
營
を
以
っ

 

て」
(！
>
!
>

典
塑
的
众
我
國
齡
建
社
會
は
、
ま
た
そ
の
.
崩
壊
.の
.
過
程
も
商
品
經
濟
の
發
f

:、
塵
的
土
地
所
有
と
小
農
經
營
と
の
矛 

厨
に
f

ら
る
べ
I

f

ぅ
。
從
っ
て
小
農
經
營
の
雄
持
遝
は
澍
建
諸
侯
の
■最
も
腐
心
せ
る
と
I

で
あ
っ
て
、

そ
の
爲
め
に
農 

瓦
に
對
し
て
は
幾
多
.の
干
渉
庫
迫
が
加
へ
ら
れ
.た
。
C

S
 

)

殊
に
土
地
兼
併
に
よ
る
自
作
農
’の
減
少
と
、
從
っ
て
又
土
地
所
有
の
純
封
速

U

你

.體

，
に

よ

る

資

本

家

的

箸

：の

發

生

防

：止

の

.爲

め

に

寬

永i
j

十
年

一

一

一

月

發

布

さ

れ

た

土

地

永

代

賣

禁

止

令

に

於

て

そ

の

著
し 

い

例

を

見

I

I

ぅ

。

.

-

し

か

し

年

ら

封

建

制

度

の

，支

柱

と

し

て

：の

小

農

經

營

の

維

持

に

も
拘

は

ら

ず

、

商

品

生

靡

の

翼

と

、

藤

府

並

び

.に

諸

侯

財

政

の

破

.

 

線

に

よ

る

農

民

よ

り

の

搾

取

の

强

化

と

は

，

必

然

的

.に

、

農

民

就

中

自

作

農

の

I

と

、

土

地

兼

併

、

.土

地

私

有

即

ち

資

本

家

的

所

苻
 

關

係

の

前

f

冒

し

た

。

こ

の

過

程

は

直

接

生

產

繁

ら

の

.

I

丰

段

の

分

離

、

I

I

產

手

段

の

資

本

へ

の

轉

化

の

過

程

で

あ
 

り

、

页

に

自

f

M

の

分

解

に

よ

っ

v

f

た

勞

働

諸

は

塵

資

本

.
高

利

貸

資

本

に

よ

っ

て

蓄

積

せ

ら

れ

た

富

I

本

化

す

る

こ

と

に
 

よ

っ

て

^

建

矿

手

エ

業

を

你

體

せ

し

め

、

資

本

家

的

生

產

方

法

發

達

の

前

提

要

件

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

從

っ

て

封

建

社

會

の

、

ぷ
 

に

1

•女

政

昆

以

前

に

於

て

Q
、

內

的

矛

盾

は

都

市

商

品

經

濟

の

麗

と

農

管

鐘

濟

と

の

矛

盾

で

あ

る

。 

•

し
か
も
、
封
建
社
俞
の
こ
れ
等
の
内
的
矛
f

激
.

^

し
、
封
建
的
支
I

制
の
急
激
な
る
解
體
、
編
成
替
へ
、
而
し
て
资
本
主
變 

會
へ
の
i L

版

の

剪

機

を

作

.

.
っ

た
^Q

は
敍
國
封
蓮
國
家
某
の
■
資
本
、玉
義
的
，菜

市

場

へ

の

解

放

で
あ
っ
た
。
當

時

奈

塵

業
• 

1

1

貸
資
本
の
.

蒂
積
と
•

：
內
地
市
場
の
發
展
に
よ
り
，

j

部
の
產
業
资
本
か
ら
マ
一
一
ュ
フ
ア
ク
チ
ユ
ナ
の
發
管
3 1

L

た
と
.農

へ

、
尙

依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
小
農
的
手
工
業
的
生
產
方
法
に
よ
る
坐
產
物
の
輸
出
.は
rA
T

.地
生
產
彻
を
粘
涡
せ
し
め
た
0

.こ
の
結
艰
坐 

じ
た
物
便i

貴
は
.消
#

階
級
と
し
て
の
下
級
武
士
階
級
並
び
に
小
市
民
の
食
困
を
激
成
し
た
。
こ
の
國
外
市
場
の
需
要
の
內
地
市f

へ 

'の
結
、び
付
き
に
.よ
る
高
ま
^

る
消
费
の
爲
め
.の
坐
產
の
擴
大
と
、.
廉
債
な
輸
入
品
の
臟
カ
と
は
、
ニ
茁
の
意
味
に
於
て
'、
舊
來
の
坐
產 

方
法
、
.
冷
產
嫌
式
の
變
化
を
必
然
化
す
る
。
、即
ち
手
エ
業
的
小
農
經
營
の
變
革「

ァ
ジ
ァ
的
坐
產
様
式」

の
崩
壞
が
澈
ら
さ
れ
る
。

■
:

從
っ
て
開
港
に
よ
る
世
界
資
本
主
義
へ
の
合
流
は
甜
建
社
會
の
內
往
的
矛
盾
を
激
化
し
、
封
建
的
支
配
體
制
崩
壤
の
槓
杆
と
な
っ
た 

.
こ
と
.に
於
.て
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
、
直
接
の
明
治
維
新
革
命
の
檐
當
客
と
し
て
の
下
級
武
十
：階
級
に
對
し
て
、
.反 

封
建
的
意
識
に
'對
す
る
經
濟
的
契
機
を
與
へ
た
の
で
あ
る
。

勿
論
封
建
制
度
の
發
M

>

崩
壊
の
過
程
と
共
に
荠
し
い
靴
立
.形
態
を
と
：る
に
至
っ
た
諸
矛
盾
は
封
建
的
支
配
階
級
內
部
、
こ
れ
と
商 

業
資
本
•

高
利
貸
資
本
、.，'
並
妒
に
こ
れ
鄭
總
て
と
農
民
と
の
間
の
階
級
對
立
を
激
成
さ
せ
、
.
こ
れ
等
の
對
立
が
下
級
武
士
階
級
、

一
部 

の
商
業
資
本
•
高
利
貸
資
本
、
並
び
に
農
民
の
意
識
の
J1

に
反
映
す
'
る
に
至
っ
て
•

こ
れ
等
諸
階
級
を
し
て
反
封
建
的
要
素
た
ら
'し
め
た
。 

即
ち
人
口
の
都
ホ
員
中
ク
交
通
の
發
達
に
よ
る
國
內
商
品
市
場
の
急
速
な
擴
大
は
商
品
經
濟
を
發
達
ぜ
し
め
る
。
そ
し
て
蒜
府
並
び
に 

1

0

財
政
的
破
綻
I

そ
れ
は
遂
に
政
治
的
矛
盾
に
ま
で
發
股
す
る
こ
と
に
よ
つ
_
て
封
建
的
支
配
體
制
八
力
解
の
起
點
と
な
っ
た_

. 

は
、農
業
坐
產
カ
.
の
減
少
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
の
商
品
輕
濟
.
.の
發
展
性
に
興
4
い
た
も
0.

で
あ
っ
た
。
商
品
經
濟
の
發
展
：は
封
述
的
支
配
階 

紙
.を
も
そ
れ
に
依
存
す
る
.こ
と
.を
强
要
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
唯
封
建
社
#
の
經
濟
的
支
柱
で
あ
る
農
民
に
對
す
る
搾
取
を
强
化
す
る 

こ
と
；に
：よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ

る

。

.そ

し

y

そ
れ
は
X

他
ガ
に
於
て
農
民
に
對
す
る
商
業
資
本
•
高
利
貸
資
本
の
收
藓
を
必
然
化
す
る 

.
こ
と
：に
よ
づ
て
'、
.ー
層
農
民
の
貧
困
を
逛
加
し
、
封
建
社
會
の
經
濟
的
兹
礎
を
薄
弱
且
っ
狹
隘
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
，斯
く
し
て
農 

民
は
封
建
的
搾
取
體
制
の
直
接
的
對
象
物
帑
る
&'
.

と
に
よ
り
、「

爾
餘
の
あ
ら
ゅ
る
階
級
の
下
.に
'

國
民
の
被
搾
取
大
衆
、

£

と
し
て

他
租
齔
爪
：前
後
の
i

運
， 
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刹
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少
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封
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±'

地
所
布
紐
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:
澧
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こ
於
て
、
1

麥
=
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寸

炫
^

?

n

」

f

L
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す
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L
實

m

Q

I

的
I

I

壊
し
、
I

本
_

的
坐
沽
方

■ 

,

/

f
 

s

.
、l

#

f

と
.な
,

た
婢
に
そ
の
诹
要
性
が
作
す
る
も
の
と
思
は
ん
_
る
|

0

ヌ

「

方
^

經
濟
の
震
に
伴
っ
て
、
都
市
手
i

農
村
家
内
工
業
延
い
て
ば
小
農
經
營
そ
の
も
の
か
ら
S

I

戈

1

及 

ひ
そ
れ
の
高
利
露
木
へ
の
轉
化
は
、「

町
人」

を
し
て
I

I

I

〜

5

?

.

ぐ

」

r

l

ネ
の
t

及 

■と

管

、
s

§

f

 

0
才
|

ぎ

っ

し

し
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I

I

す
る
f

的
支
配
權
|

得
せ
し
め
る

^

っ
れ
て
彼
I

蓮
的
支
配
階
級
と
結
合
し
た
。
從
っ
て
、
勿
讓
翫
前
に
於
て 

一
I

I

 

y

—

f

l

l

l

び
っ
く
こ
と
に
ょ
つ
て
、

か
ら
脫
し
得
た
け
れ
共
、

一
般
に
彼
等
の
P

I

 

f

ti

!

^

、

rf
.

H

:

:I
l

 
木 

I

I

I

 
初 

l

s

_

M

 
む

^

^

ジ

&.
*

ぢ

00

て

|

|

.

對
|

人

慕

を

プ

|

|

|

歷

|

5

は
れ
た
も

:

‘從
っ
て
農
拔
も
、
町
人
も
謂
な
る
反
靈
的
意
識
を
以
て
封
建
社
會
I

に
S

し
た
と
い
ふ
こ
I

M

t

。

盟
 

f

 
の
は
、
封

駿
 

I

 
袋
 

I

f

 

i

l

i

 

的
”

i

參

j

爱
：

’

反
8

1

1

激
成
し
で
ぁ
っ
た
下
級
武
士 
I

で
ぁ
っ
た
。
？

r

u

s

i

M

rl
ll
u

u

!

!

、
篇

唐

f

擊

I

等
の
I

簾

f

有
し
な
W

:

勺
1

:

:

:

^

パ̂

!

|

4

|

|

ら
し
め
た
の
で
ぁ
る
。
か

く

て

馨

は

遲

以

後

の

囊

的

情

勢

が

|

す
る
政 

f

l

f

n

j

明
確
に
議
し
て
、
§

政
治
的
叢
の
I

f

し
て
登
場
し
た
。
そ
し
て
?

 

^

最
火
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
そ
の
た
め
一
方
で
最
も
强
カ
な
政
治
的
實
カ
V

構
成
し
得
た
と
共
に
他
方
で
時
世
を
洞
接
す
べ
く
俊
秀 

な
逸
材
を
供
給
し
得
た
と
こ
ろ
の
、
諸
涨
輕
格
武
士
の
‘選
皮
か
ら
な
る
維
新
志
士
園
に
政
權
が
棠
搌
さ
れ
、
方
途
に
惑
ぅ
て
ゐ
た
鹆
商 

業=

及
び
高
利
貸
ブ
.ル
.ジ

0
ァ
ジ
ー
を
い
.ち
は
や
く
動
員
し
て
、
最
後
.に
出
現
し
た
.絕
對
王
政
政
府
こ
そ

.
lir
i
lrA
f/

體
の
火
M
.力
P

生 

れ
た
不
死
鳥
で
あ
り
、
こ
.の
政
府
が
動
员
し
た
全
カ
を
集
中
し
て
自
己
の
現
實
の
#
胎
で
あ
っ
た
舊
制
度
の
全
織
物
を
廢
槳
す
ベ
く
汍 

意
し
た
時
、
始
め
て
こ
、
に
開
潘
以
降
醸
成
さ
れ
た
經
濟
的
變
革
の
過
程
が
、
そ
の
政
治
的
執
行
容
を
國
外
で
な
く
國
內
に
見
川
し
、 

資
本
屯
義
！1
!本
(0「

带
國
逑
設」

0
第
1

步
が
視
福
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」

蘇
0
 

(

註
.

D

at
r
»
B榮
太
郞
箸
1
日
本
資
本
虫
義
發
達
钯
匕
五
i

 

,

c
fj
:*一
 D

「

土
地
の
所
街
者
の
所
得——

そ
れ
に
如
何
な
る
名
稱
を
附
す
る
に
し
ろ——

た
る
、.
彼
れ
の
利
用
し
得
.ベ
.き
占
有
餘
剩
虫
產
物
は
、
こ 

の
場
合
、
不
拂
餘
剩
勞
働
.の
金
部
を
遛
狻
占
布
す
る
通
例
の
支
®

的
な
形
態
で
あ
っ
て
、
土
地
占
苻
は
即
ち
斯
か
る
占
有
の
猫
礎
を
な 

し
て
ゐ
る

0し(

マ
ル
ク
ス「

资
本
論
し
高
晶
素
之
譯
改
造
社
版
第
ー
ー
ー
卷
下
三
四
一
ー員〕

デ
ュ
ブ
ロ
フ
ス
キ

ー
は
封
®

制
度
の
太
質
を「

泡
接 

,
的
農
業
虫
產
表
の
组
產
字
段
の
所
苻
莕
、
，即
ち
先
づ
第
一
に
土
地
所
葙
若
に
對
す
る
關
係」

に
求
む
ベ
き
で
あ
る
と
な
し
、
封
建
：的
出 

產
方
法
は
物
納
他
^

の
形
態
を
と
る
_
ぬ
惯
値
の
坐
產
に
、
農
奴
制
は
そ
の
剩
餘
偎
値
が
勞
働
地
代
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
、
時
徴
づ 

け
る
こ
と
T
1ょ
っ
て
甜
建
制
と
農
奴
制
と
を
區
別
せ
ん
と
す
る

C
6
ア
ュ
ブ
ロ
フ
ス
キ
ー

、姆
澤
房
一
一
譯「

劼
述
制
度
農
奴
制
度
及
び

商 

滎
資
木
の
本
贤
に
っ
い
て」

(1
)

、
支
那
研
究
第「

三
十
號
ニ
九
一
頁
以
下
特
に
ニ
九
六
頁
以
下
及
び
三
〇
七
頁
以
下
參
照〕

乍
然
、
傲
狻
的 

组
產
教
が
自
己
の
虫
產
资
料
に
必
耍
な
生
產
手
段
及
び
：勞
働
條
件
の
11
?
街
者
と
な
っ
て
ゐ
る
如
何
な
る
形
態
の
下
に
於
て
も
、
所
袍
關 

係
は
直
接
の
隸
M

の
關
係
と
し
て
規
は
れ
、
從
っ
て
莳
狻
的
虫
產
表
は
非
自
出
溝
と
し
て
现
は
れ
て
來
る
。
加
之
、「

幣
働
地
代
か
ら
物 

納
地
代
へ
.
の
轉
化
は
、
經
濟
學
的
に
云
へ
ば
、
地
代
の
本
質
に
何
等
の
變
化
を
も
與
へ
：な
い
。

「

资
本
論
し
改
造
社
版
第
三
卷
下
、
三
三
. 

…

三
質
、
^

ソ
ダ
ェ
ー
ト
*'
.マ
ル
グ
ス
虫
義
來
洋
學
敦
協
會
編
築
、苹
川
ニ
郞
1「『

ァ
ジ
ァ
的
虫
篚
機
£

に
就
い
て
/
四
九
頁
以
下
參
跤

地
租
收
正
前
後
の
農
氏
運
舰
■ 

七】
(
1

六
七
七)
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租
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l
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5ハ
七
八)

隱

安

御

"

1

保

蒙
i

l

種
I

奴
法
I

書

龜

市

I

奴
I

i

s

1:
.
ち

け

、
"
1

0

4

1

5
秦
辦
に
於
け
|

制
勞
働
の
例
I

げ
ら
れ
て
ゐ
る
ぺ
同
g

頁
以
I

び
ニ
S

I

■ 

p

n

d 

w

f
.
. o
f
f
- 

A
^
I
r 

f
 
M
^
o
- 

. 

.

.
f
i
s 

は
明
治
維
新
露
の
震I

達

励
I

K

、
維
新
I

I

の 

一
I

と
し
て
、
貢
献
し
た
と
の
べ
て
ゐ
る。
S

て

雪
 
i

l

l

i

_

i

l

l

 

維

•I 

f 

s

i

M

t

Y

^

こ
の
I

に
明
屋
新
に
對
す
る
農
民1

の
能
動
的
役
割
を
强
調
す
：
t

i

n
來
な
ぃ

H

I

风
は
I

一
 
揆
は
武
士
と
：蟲

と
.

1級
的
利
顏
係
.の
矛
盾
の
屢
で
あ
る
か
ら
西
姓

|

揆
の
觀
J

局
こ 

&

|

級

寨

聽

I

t

と
に
な
る
が
、，S

I

一.探
は
、
意
I

墨

靈

を

：倒
し5

な
る
t

l

il
l 

f

と
i

l
盡
励
で
は
な
い」

I

霧
郞
編
|

雜
新
_

史
|

|

「

|

初
年
の

.」

着

I

I

醫

產

し

臺

。
I

I

ー

震

篇
l

t

I?
.B
. 一
 

P

:

■ 

む

^

^

•

一
 

i

f

 

I
ゐ
る
|

も
，
多
I

I

な
I

と
し
て
そ
れ
等
の
靡
り

:

I

つ
い 
1

1

1

1

 ー

靈

C

I
、
ば

1

麗
制
の
囊
は
.、
他
方
I

る
開
港
後
の
生
讓
係s

f
相
I

'
霞

旣
に
.述
べ
た
如
く
、
甜
建
社
會
內
に
於
て
恶
本
的
な
.內
的
矛
盾
と
し
て
封
建
的
土
地
所
荷
關
係
の
崩
壌
の
.傾
向
が
あ
.り
、
又
世
界
市 

場
へ
の
解
放
は
S

自
然
經
濟
の
瓦
解
を
促
進
し
、
國
内
市
場
の
_

を

親

し

て

、
資
本
家
的
商
業
生
産
霞
の
一
般
的
_

を
擴 

.く
し
o'
、
あ
つ
ヒ
タ
け
れ
共「

旣
に
.封
蓮
下
に
達
.し
得
ら
れ
る
最
高
限
に
發
展
し
來
っ
た
商
人
資
本
や
、
封
建
的
土
地
^

荷
を
破
壊
が
に 

电
ん
..だ

高

利

貸
'̂
•

本
も
、
產
業
資
本
へ
轉
化
す
る
諸
條
仲
を
缺
い
た
た
め
、
.產
業
資
本
が
商
人
资
本
か
ら
獨
立
し
て
こ
れ
を
從
屬
せ
し 

め
る
|

の
な
か
っ
た
結
來
、
明
治
維
新
は
全
く
新
し
い
ブ
ル
ジ
.ョ
ァ
的
生
產
様
式
そ
れ
自
身
の
た
め
に
、
舊
社
會•

舊
政
治
權
力
を 

粉
碎
し
っ
く
し
て
全
き
根
柢
か
ら
ブ
ル
ジ
“

ァ
社
會
を
っ
.く
る
能
力
を
缺
い
た
し
e

一〕

.の
で
あ
っ
て
、
f

に
明
治
維
新
の
特
質
、
從 

o.
:て
又
そ
の
.不

麗

性

が
#

す
る
。
要
之

、
下
級
武
士
階
級
の
政
權
獲
得
運
動
に
と
っ
て
奮
ら
さ
れ
た
明
治
紙
ぎ
は

反
動
的
萬
^

^
 

性
質
を
こ
ぞ
有
す
れ
、.
炎
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
■拿
命
そ
れ
!̂身
で
は

あ
り
得
が
か

.つ
た
。
ブ
ル
チ
ョ
ア
革
命
に
っ
い
て
沄
ふ
限
り
そ
れ 

比
罄
雜
置
縣
以
後
明
治
政
府
に
ょ
っ
て
上
か
ら
、
.又
六
ハ
ヰ
乃
至
十
四
年
に
卞
か
ら
遂
行
さ
れ
た
と
宏
ふ
こ
と
が
出
來
や
ぅ
。 

-
明
治
政
府
は
封
建
，社
會
の
内
的
矛
屈
を
揚
棄
し
、
又
特
に
、
姊
に
帝
國
主
義
段
階
に
達
し
て
ゐ
た
外
國
資
本
主
義
の
壓
il

に
®
艰
さ 

rt
t

v
資
本
家
的
生
產
様
式
を
採
用
す
る
が
爲
め
に
、
特
に
强
カ
な
•原
始
的
蓄
镇
の
過
程
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ 

の
办
ー
了
，は
.仿
農
村
に
於
け
る
伞
封
建
隸
屬
關
係
を
土
臺
と
：す
る
こ
と
に
ょ
っ
七
0:
み
可
能
で
あ
.
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
我
國
に
於
て
も 

职
始
的
蓄
■

過
程
は
、
租
税
麗

、
保
護
制
度
、
，並
：び
に
國
债
飢
度
を
槓
杆
と
.し
て
行
は
れ
た
の
で
あ

る

が

、

こ
の
全
行
程
の
藤
 

.を
1|
す
も
の
は
、
地
駔
改
芷
を
通
じ
て
の
農
圾
ょ
り
の
收
奪
の
過
程
で
あ
っ
た
。

.

•1

般
に

r

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
封
建
社
會
の
：胎
內
に
於
，て
旣
に
資
本
主
義
的
组
產
N

及
び
交
易
手
段
が
發
達
し
、
そ
の
生
産
力
が
舊 

封
建
靜
產
關
係
に
多
少
と
も
牴
觸
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
新
生
產
力
を
代
表
す
る
ブ
ル
ジ
a
 

了
階
級
を
先
^

に
立
て
、
懿

が

政

ホ 

地
租
改
正
前
後
の
软
民
連
動 

七

三

(

ー
プ
4

九
}



地
和
改
|!
-

前
饺
の
浩
玫
迤
_

"

"UI
C

向
っ
.て
P

丨せ
ら
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ—

の
政
撤
獲
得
を
以
て
終
了
す
f

の
で
l

i

そ

し

て

そ

泛

！

，!
厂

に
t

て
i

儀

制

Q

確
立
を
、
I

唐

簾

の

唐

を

分

I

 

、

？

れ

な

|

|

 

特
に
疆
的
土
地
f

ら
の
、
土

地

へ

墨

か

ら

の

、
農
：̂

'

：̂

:

;

す
f

の
で
あ
る
が
、 

れ
典
我
國
た
於
て
は
ブ
ル
ミ
ア
f

 

―
u

しr
r
l

 

i

L

-

,

7

.

,

ッ
木
H

を
な
す
も
？

あ
る
。
け 

ド
|

1

露

.

.

‘

，

：

？

f

 

I

王
I

ォ
自
身
で
t

、
從
っ
5

業
解
放
鐘
め
ら
れ
た
|

>

丨
 

M

i

r

良

f

—

な
さ
れ
ざ
I

f

か
っ
た
こ
と
I

f

g

れ
，1

1

い
。，そ
し

I

村 

I

‘の
士
事
の
上
に
、
特

I

人
、
高
利
貸
の
塵
資
本
へ
の
轉
化
の
爲
め
に

I

助
I

へ、
文
ひ
は

1|
,
豕;：し

0

裏

f

こ

書

i

l

l

豪

的

•
官
I

I

的

暴

；

H
 

f

府
ヵ
f

の
资
木
家
的
發

f

育
成
し
っ

N

對
立
物
た

I

建
望
制
を
倒
壊
し

•て
政
街

l

,

f

ブ
レ

,

I

 

^

Ol

o

l

l

l

l

s

旣
に
麗

.

1

太
な
.契機
と
す
る
商
品

H

貨
屋
濟
の
靈
は
-
そ
れ
に
も
拘

は
ら
ず
s

f

f

ょ
っ
て「

タ
全 

ラ
ス
人
备
未
タ
全
ク
鎭
撫
セ」

ざ
る
|

ま

し

て
I

)

物
納
形
態
と
そ
れ
に
伴
ふ
煩
雜
な
屢
業
篇
是
し
、;い
、1

沿 

れ
つ
、
あ
っ
$

1

に
對
す
る
S

か
の
I

I

儀
な
く
し
た
。
そ
し
て
廢
I

f

ょ
I

 
一
 

孝
フ
さ

和
法
に
對
す
る
屋
は
益
-

高

ま

る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

層
の
成
立
袭
に
、

親

一

的

鼻
は

H

歎
ら
の
農
の

.解
放

|

提
と
し
て

、
I

 

m

 

^
 

f

 
ノ

月

地

I

I

務
局

S

I

を
以
て
掌
せ
ら
れ
た
。

即
ち

I

 
ニ 

む
 

砰

の
I

に
始
ま
るI

的
身

分
l

i

泛

そ
れ

I

I

限

、I

の

排

除

は

、

環

八

月

、穢
I

A'
/

U

の 

ニ
i

族
S

H

I

許

可

、

f

 
一
 

I

令
I

し

、

I

I

I

し

て

i

l

l

h

す
H

過
程
を
通
じ
て
、
家
祿
及
び
赏
典
祿
の
廢
.|
!
-
.に
際
し
て
交
附
さ
れ
た
金
綠
公
偾
を
拟
始
的
蓄
積
の
槓
抒
と
し
て
、
靡
族
及
び
士
族
の
一
 

部
を
封
連
的
搾
取
密
か
ら
資
本

並
義
的
搾
収
容
へ
轉
化
せ
し
め
る
み
共
に
、
下
曆
士
族
階
級
の
授
產
、
歸
農
の
問
題
を
惹
起
し
、
他
方
，
 

封
建
農
奴
を
封
建
的
身
分
制
度
に
於
け
る
一
切
の
束
縛
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
に
ょ
つ
て
、
自

1(
1
農
民
た
ら

し
め
た
。
け
れ
共

こ
れ
等
封 

翅
的
身
分
關
係
の
廢
企
は
明
治
四
ハ
ヰ
九
月
の
耕
作
の
商
凼
、
艽
平
一
百
の
土
地
永
代
寶
貢
禁
制
の
解
除
、
八
屯
五
月
の
土
地
細
分
の
制 

限
撤
去
と
相
俊
つ
て
、
商
業
資
本
乃
至
高
利
貸
資
本
を
通
じ
て
、
.
獨
立
小
生
產
者
特
に
自
作
農
if
の
分
解
を
促
進
し
た
の

で

あ
る
。
即 

ち
農
拔
は
農
奴
懈
放
.に
ょ
つ
て
ー
應
封
建
的
拘
柬
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
彼

等

は

一'腌
自

11
1
な
る
土
地
所
荷
^
と
な
つ
た
。
け
れ
北
ハ
そ
れ 

は

又

--
-
面
に
於
て
分
割
寶
質
、
抵
當
質
入
れ
の「

自
Fi
l

Jで
あ
り
、
同
時
に
土
她
喪
失
の
、
從
つ
て
無
產
考
乃
至
準
無
產
者
へ
の
轉
化
の 

「

•
srl
l

Jで
あ
つ
た
の
で
あ
る
.

四〕

加
之
，、
こ
れ
等
の
封
建
的
土
地
所
有
關
係
の
廢
除
は
直
ち
に
一
般
農
圾
の
封
遮
的
誅
求
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
も
の
.
で
は
な
い
o
. 

土
地
の
封
建
的
組
織
の
解
體
に
ょ
つ
て
解
放
せ
ら
れ
た
の
は
、
土
地
所
荷
盏
と
し
て
の
.農
民
で
あ
り
.
土
地
占
荷
#

と
し
て
の
、
即
ち
現 

實
の
fK
ff
^
者
と
し
て
の
農
民
で
は
な
か
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
封
蓮

的
土
地
所
有
關
係
の
懈
體
に
ょ
つ
て
if

ら
さ
れ
た
も
の
は
、
決
し
て 

「

资
本
家
的
土
地
所
有
關
係」

で
.は
な
く
、
そ
れ
は
過
渡
.的
な「

地
生
的
土
地
所
有
關
係」

で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
の
..極
端
な
場
合 

を
示
せ
ば
"

薩
_

藩
、
佐
贺
涨
等
に
於
て
は
土
地
藩
有
制
度
が
行
は
れ
、
二
般
私
人
の
土
地
所
有
は
許
さ
れ
ず
、
農
民
は
唯
そ
の
土
地 

の
上
に
使
用
權
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
o'

で
あ
：る
が
、
地
券
交
付
に
際
し
て
、
或
ひ
は
農
扰
の
舊
封
建
社
會
に
於
け
る
宂
斂
を
事 

と
-
し
て
土
地
所
荷
者
た
る
こ
.と
を
避
け
ん
と
す
る
.
一
方
、
士
族
乃
至
町
人
の
土
地
獲
得
の
策
動
に
ょ
つ
て
'こ
れ
等
の
も
の
の
.手
.
に

-|
:
地 

が
兼
併
さ
れ
、
或
ひ
.は
當
然
所
有
考
と
潘
做
.さ
る
.べ
.
き
刺
作
農
民
の
利
益
.を
#/
.視
し
T

、.
.藤
夜
拉
!1
|

の
.
地
‘
ョ
を
し
て
藉
沿
も
を
沾
$
せ 

し
め
や
ぅ
と
試
み
ら
れ
た
o(

ft
l
i3L
-) 

•

地
.机
改
.正
前
後
の
'
S

述
動 

七

五

.
(
一
1

ハ
八一

)



地
租
改
]K
前
後
の
農
防
運
動
：

夂

權

永
i

i

i

て
i

も
の
I

。
i

i

 

U

が

u

>J
i

っ
！
J

U

M

f

、
他
人
i

s

f

 

8

附
所
有
權
1

8

、
墓

f

 

f

 

i

』

p

^

s

a:
A

:

^

P

I

_

^

;

y

l

i

t

f

i
hl
l

fi
Mt
l-
I

J

m
f̂
r

 
ル

ノ

規

程

す：

、

S

I

 
方
ノ
間
二
 
簾

費

れ

ト 

w

 

l

i

l

^

_

_

f i
l

_

_

1 l

l

l

れ

'-
g

o

 

I

f

 

I

I

I

ホ

て

f

な
る
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
l

o

c

i

•

§c
し
い
I

f

 

I

I

I動」〔

昼

謹

震

馨

七

頁

_

 

セ

ル

日

ば

薄

I

馨

囊

■

霧

一

®

m

r

f

類
齡
ヒ
一
二
八
頁
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
ゐる
，， 「

其

璧

『

一
於
テ
ハ
之
ヲ
自

I

f.
n

ス
ル
權
利
ア
レ
ハ
人
ユ
贷
シ
與
ブ
ル
ト
モ
又
ハ
寶
却
ス
ル
ト
モ
或

->
質
人
抵
當
ト
ゾ
テ
金
錢
ヲ
借
ル
ト
モ
聊
ヵ
妨
ア
ル
コ
ト
ナ

グo

レ

又
土
地
所
為
の
籠
が
如
何
な
る
結
■

寧
ら
し
た
か
に
つ
い
て
、h

ッ
ゲ
ル
ト
の
指
摘
を
引
用
し
や
ぅ
。「

地
租
改
度
出
り

て
、

.

農
夫
は
地
听
の
所
有
謹
た
る
地
券
を
與
へ
ら
れ
た
り
し
に
、
此
券
f

以I」

す
れ
ば
、以
.前
ょ
り
はs

i
i

負
■

起
す
こ
と
を
得
、
 

時
な
ら
ぬ
土
地
财
產
の
流
通
力
を
賴
み
に
、
農
夫
は
带
ふ
て
金
を
借
人
れ
、
以
て
外
國
風
を
裝
ひ
、
生
活
の
度
を
高
む
る
の
资
に
供
し 

た
り
。
しc

エ
ッ
ゲ
ル
ト
著
織
田
ー
譯「

日
本
振
農
策」

日
本
產
業
資
料
大
系
第
二
卷
收
錄
五
三
八
頁〕

(

訪
五)

Î
f

l

jl
l
龜
Tn
-̂

前
揭
書
七
七
頁
以
下
、及
び
八
五
頁
以
下
、
並
び
に
農
商
務
省
農
務
局
編
繁「

小
作
參
考
資
料
1|

佐
質
藩
の
農
民
十
地
沏
敗」 

大
正
十
一
苹
七
月
刊
參
照
、

(

註
六)

小
I

夫
著
1
永
小
作
論」

四
四
頁
以
下
並
び
に
五
三
頁
、

1

(

註
七)

明
治
二
十
九
筇
民
法
制
觉
に
當
り
、
永
小
作
權
の
存
續
期
間
は
ニ
十
苹
以
上
五
十
年
以
下
と
萣
め
ら
れ
た(

民
法
ニ
七
八
條
、民
法
施
行 

法
四
七
條)

こ
の
民
法
1

蜜

特

に

高

知

縣

营

他
■

に
於
て
反
S

ら
れ
る
所
と
な
o
明
治
三
士
5

士

一

月

竿

四

同

齧 

議
會
へ
民
法
施
行
法
中
改
IH
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
し
の
.結
果
、
民
法
施
行
法
四
七
條
第
三
項
と
し
て
、「

永
小
作
權
ハ
民
法
施
行
ノ 

Q
 

ヨ
リ
五
十
^

ヲ
經
過
シ
ク
ル
後
一
年
內
ニ
所
奋
密
一
於
テ
相
當
ノ
償
金
.ヲ
拂
ヒ
テ
典
ノ
消
滅
ヲ
請
求
ス
.ル
コ
ト
ヲ
得
、
若
シ
所
^
溝
力 

此
權
利
ヲ
行
使
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
爾
後
ー
碎
内〖

ー
永
小
作
入
-

【

於
テ
相
當
ノ
代
慣
ヲ
狒
ヒ
デ
所
街
權
ヲ
買
取
ル
コ
ト
ヲ
级
ス」

る
こ
と
に 

な
つ
た
。
;

H

V 

.

.

.

吾
々
は
當
時
の
議
の
收
支
難
を
知
る
數
字
を
荷
し
た
い
。
然
し
マ
ィ
エ
ッ
ト
が
十
五
年
乃
茧
ー
一
十
四
年
の
最
皮
の
狀
態
の
下
に

評
算
し
た
農
家
收
入
は
次
の
如
く
で
ぁ
今
.

、

地
狃
改
11
:
前
後
の
農
玟
運
_
 

七
，七

c

r

N
>
-
一に



地
租
改
：止
前
後
の
農
S

動

A
、
费
;l
i
 

I

、
耕
作
費

1

、
田
地
に
係
る
费
/I
i
 

ニ
、
田
地
に
係
る
水
利
紐
合
毀 

三
、
畑
地
に
係
る
费
用 

B

農
辦
に
利
用
す
る
宅
地
に
係
る
費
用 

五
、
農
尻
貿
入
費 

合

：計

.

2

、
粗

'稅 

.

1
、

田

粗

.

ニ
、
細

租
 

三
、
宅

粗

四
也
沿
延
納
介
賦
、
地
租
割
、
甲
數
料 

五
、
家
屋
税 

合

計
 

3
、
小
作
料 

—
用
合
計

B
、
平
均
所
得
額

C

、
盏
引
殘
額

こ
の
金
額
を
十
九
半
の
農
家
戶
數(

十
九
年
以
後
農
#

人
ロ
增
加
v
hl
i

三
、
一
ニ
一
、
〇
七
五
戶
、
小
作
農
ニ
、
?*
.九
六
、
九
六
瓦
戸
に 

割
當
て
る
時
は
自
作
農
艽
九
圆
、
小
作
農
ニ
71
:

«
五
圓
を
得
る
が
、

マ
ィH

ッ
ト
は
こ
れ
に
對
し
兼
業
農
家
の
#

在
を
顧
磁
し
、
由
作
農 

所
得
六
九
土
圆
、
小
作
農
所
得
三 

一
•
四
圓
の
：數
字
を
襻
げ
て
ゐ
る
。
i

c
こ
れ
が
，|-
-
:
1作
農
並
び
に
小
作
農
の
一
ケ
年
の
坐
計
费
で
あ

農
家
總
戶
數
の
内 

自

作

農
 

小

作

農
 

ー
、
¥
ら
農
業
を
營
む
漭 

六
九
•
五
^

六
.三
•
四
^

ニ
、
傍
ら
農
業
を
營
む
密. 

ニ
六
•
八
^

，
 

V

三
三
•
〇
％

三
、
農

の

傍

ら

激

業

を

營

む

者

■
三
•
七
%■
三
•
六
^

る
。
し
か
も
こ
の
數
字
は
マ
ィ
エ
ッ
ト
の
，述
ぶ
る
が
如
く「

非
常
の
巨
額
と
謂
ふ
べ
く
し
て
、
實
際
之
ょ
り
上
る
こ
と
.な
か
る
べ
し
。 

何
と
な
れ
ば
、
余
は
所
得
額
を
ば
從
來
の
訃
算
ょ
り
餘
程
多
額
に
計
簕
し
1

費
川
額
を
ば
小
作
料
、
諸
税
金
と
も
最
低
额
に
依
り
て
則 

難
し
た」

好
！

1
)

の
み
な
ら
ず
"

こ
の
.
必
要
不
可
缺
耕
作
費
の
中
に
.は

「

手
間
代
を
鮮
入
せ
'
/訪ー5

ず
*
更
に
こ
の
中
か
ら
負
愤
に
對
す 

る
不
可
避
.支
拂
金
、
即
ち
利
子
及
び
元
金
償
金
高
が
.按
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
額
を
以
て
直
ち
に
明
治
初
平 

の
農
家
所
得
額
の
推
觉
を
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
米
價
並
び
に
一
般
物
價
の
變
動
と
共
に
收
權
高
、
耕
地
汉
別
の
異
動
、
農
業
人 

ロ
、
及
び
そ
の
糨
成
の
.異
動
、
收
入€

：

雜
、
I

び
に
支
出
內
容
の
變
化
等
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
今
軍 

に
米
價
變
動
と
物
價
指
數
の
變
化(

次
表
參
照)

と
か
ら
の
み
推
定
す
れ
ば
、
ニ
ハ
牛
、
三
年
の
货
作
苹
に
於
て
は(

ニ
年
の
收
獲
三
分
五 

厘
五
毛
、
三
年
の
收
權
五
分
四
厘
ニ
毛)

收
權
金
额
に
於
て
約
四
割
一
一
分

P

一年)

乃
至
一
一
割
五
分

Q

R
ヰ)

の
減
少(

し
か
も
こ
の
數
字
は

米

價

ハ

]£
5

 
§

,
 

:

年 

次 

_

_

_

_

_

_I-
-

-

-

-

-

-

>—

.

—

I
-

-

-

-

-

-
1—

/

.

物
債
指
數

高.

値 

安

値

.

.

_

平

ち
 

_.圓 

.

圓

： 

圓
.
.
.

1〒

"小 

七
•
九
〇(

純

則

)

 

三
*
七
〇(

三

月)

五
•九
八 

一
0
0

.

地
邨
^

例

後

の

農

民

運

賊

-L
-
九

C
1

六
へ
5



地
料
改
正
1
しハ.與

风

迤

賊

：

ニ 

年 

ー
0
，七
0(

十 

H
C 

三 

¥ 

I9-
-
A
C 

(

三
月

)

四

年

 

「

七
*
1
1
0

(

1
.月)

'
.
: 

五
，

平

ノ

四

'
1〇(

六

3
 

六

年

 

六
*-
ー
 

0
0
+ 

.
5 

七
'
 

年 

八
*
1〇(

九

5
 

: 

(

中
澤
辨
次
郞
著

「
日
本
米

®'
變
動
史

」

ょ
り〕

八

O

a

六
八
六

：

>

.七
•
©〇(

一

九
-a

 
ニ 

ニ 

五 

.七
•ニ

O
G
H
1

月)

：九

上

一

〇

| 

ニ
七 

三
•九
〇(

十
二
：月

)

；
ン
五
•六

三

,
=:
一〇 

三
•六
条
ー

I
)
.

 

H

A

A
 

U
I

三

三
•六
〇
a 

5
 

.

四
•七

ニ

一

 

三
八 

.五
•六
〇

(

一
月

)

七
*
ー
八
一
四
四

、
$

5

1

(

一
 

5

 
靈

れ

は

物

む

米

價

s

f

が
、そ 

減

額

を

豪

せ

ず

、
寧
ろ
凶
作
に
l

i

l

i

l

せ
し
め
る

の
み
I

f

 
m

s

l

f

の 

啟
に
明
治
I

新
政
府
に
ょ
つ
て
繼
承
さ
れ
來
つ
た
I

的
S

.
は
、
舊
翁
體
制
內
g

 

I

f

の
m

 

b
 

= 

H

し
て
、
霧

蜂

起

I

を
與
へ
、
明
治
i

l

i

i

i

雙

要
求
す

I

I

戀
賺
對
す
る
反
抗
の
多
く
の
例

|

|

出
わ
。

(』

0

、
U

U

U

1L
I

を 

る
_

f

、
I

動
機
I

益
奮

I

農

I

に
、そ
れ

I

f

 

f

 

B

I

らず、

舊
租
法
そ
の
も
の
の
減
免
、
延
納
、
M

に
は
義
倉
來
、
救
肋
米
の
延
納
要
求
、
並
び
に
か 
>

る
誅
求
を
通
じ
て
の
塵
、
村
役 

人
、
富
豪
に
對
す
る
反
對
を
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
明
治
ニ
年
七
月
長
崎
市
の
騷
擾
、
ニ
年
十
ー
1

月
岐
阜
縣
不
破
相
厉
月 

岐
阜
縣
多
藝
郡
、
同
月
愛
知
縣
中
謙
、
山
ロ
縣
厚
狹
美
？

郡

の

猶

、筆

f

鳥
根
縣
那
賀
郡
騷
擾
、
晉

三

月

愛

議
I

郡
三 

In

鄕
騷
擾
等
0

又
こ
れ
と
同
時
に
米
價
臘
貴
に
よ
る
坐
計
困
雛
に
端
を
發
し
た
騷
擾
の
勃
發
を
も
見
る
ど
と
が
川
來
る
。(

三
叱
四
月
栃 

木
縣
那
须
郡
與
剛
种
外 
一?

五
ケ
村
、
七
月
新
潟
縣
卉
志
郡
、
九
月
滋
賀
縣
犬
上
郡
の
騷
擾
等
0
|

〕)

し
か
も
舊
幕
時
代
よ
り
の
幣
制
の 

不
備
、
不
換
紙
齡
濫
發
に
栽
く
金
融
の
逼
廹
が
あ
り
、
贾
に
凶
作
に
蓝
ぐ
に
三
牢
末
か
ら
の
米
價
の
落
勢
は
、
廢
藩
镫
縣
の
制
に
よ
リ
、 

舊
藩
よ
り
引
き
繼
げ
る
貢
米
乃
i

l

府
貯
藏
靱
米
及
び
軍
用
输
の
拂
ひ
下
げ
等
を
契
機
と
し
て
、
益
t
激
成
さ
れ
、
五
平
に
は
維
新
後
第

一
次
農
業
恐
慌
の
襲
來
.

1

0
を
見
る
-
に
至
つ
て
ゐ
る
:°

け
^

共
封
建
社
會
內
に
於
て
極
度
の「

背
政」

の
下
に
抑
腿
さ
れ
て
ゐ
た
農
！
は
、
維
漸
新
政
府
に
對
し
て
、
何
等
か
期
待
す
る
所
が 

あ
っ
t

も
.の
と
，云
ひ
得
.や
ぅ
。「

天
領
所
屬」

を
耍
求
し
て
起
，っ
た
一
揆
騷
擾
は
封
建
社
:#
の
;«
き
踮
政
か
ら
脫
れ
ん
と
.す
る
農
民
刃
端 

的
な
表
現
に
外
な
ら
な
い
。(

明
治
元
年
三
晶
岐
島
、
七
月
岐
阜
縣
郡
上
郡
乙
：原
村
、

九
月
滋
賀
縣
蒲
生
郡
其
他〕

そ
し
て
封
建
制
の 

崩
壊
に
際
し
て
も
封
建
的
遺
制
は
依
然
と
し
て
新
政
府
に
よ
っ
て
繼
承
せ
ら
れ
、

農
拔
の
窮
乏
に
對
し
て
は
之
を
救
治
す
べ
き
何
等
の 

方
策
を
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
時
、
農
民
は
勢
ひ「

新
政
6

」

の
形
態
に
於
て
：一
揆
騷
擾
甚
す
べ
き
理
窗
持
っ
た
。
舊
知
S

 

對
す

る

哀
訴
抑
留
、
僧
侶
排
床
、
.
M
佛
毀
釋
耶
蘇
敎
反
對
'

徽
兵
令
皮
對
、
穢
多
非
人
の
七
稱
廢
止
に
對
す
る
反
對
運
動
等
の
形
態
に 

於
て
行
は
れ
た
錾
汉
對
も
、
賞
の
保
守
的
な
觀
念
形
態
に
依
#

す
る
事
が
多
い
と
は
云
：へ
、
そ
の
本
質
に
於
て
被
全

剩

餘

蕾
生 

產
物
が
直
接
的
に
領
荷
せ
ら
れ
る
階
級
關
係
の
集
中
的
表
現
に
對
す
る
反
抗
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。|

)

そ
し
て
こ
れ
等
を
口
實
と
し 

て
起
っ
た
'I

揆
•
醫

も

、
現
育
の
.運
動
農
に
於
て
は
年
貢
來
の
讀
、
來
價
y

下
げ
を
併
せ
要
求
し
、
或
ひ
は
_

、
富
豪
、
高
利

地
租
改
张
前
後
S

民
2

 

. 
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地
租
改
茈
前
後
の
農
段
運
動
'

貸
、
油
屋
等
■

す
る
.

r

打
毀
し」

を
伴
つ
て
：ゐ
る
。

ど
 

八
ニ 

(

一
六
八
八〕

:
こ
の
情
勢
：の
中
に
於
て
、
農
民
S

し
て
何
8

質
的
援
助
I

へ
ざ
るr

解
放
一、

き

I

I

I

 

7匕

.

作
權
I

の
疆
が
進
行
し
つ
、
ぁ
つ
た
の

I

る

。

齊

々
は
、

有
描
の
I

I

時
に
土
地
喪
失
、
耕

か
、

又
.そ
I

I

裏

f

 
f

 

i

f

 

I

I

簾

I

ぁ
る

產

實
 

I

I

I

Li

f:
;

麵

 

f

p

M

ll
t

l

f
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 定
し
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i

l

f

 

I

土
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有

碧
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め
に
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永
小
作
#

—

I

S

D

i
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於

る
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3

て
は
、
露

は
_
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I

 
し
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、
I

!

靈

I

抗
^

^

^

'
す
：

.■ 

2

ト
著
日
本
驚
の
疲
f
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救
治
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本
讓
資
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大
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'
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n
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^「

地
租
關
係
镨
類
翁
據
し
附
錄
に
揭
げ
ら
れ
た
所
に
ょ
れ
ば
ー
收
權
金
ょ
り
毀
用
を
證
引
き
た
る
純
收
益
は
ー
^
雄
當
り
田
三
上
ニ
三 

.
〇
_

、
畑
一
一
:i
一
 

七
圓
で
あ
る
。(

明
治
ニ
十
一
雄
乃
至i
l

十
三
年
全
陶
府
縣
平
均)

今
マ
イ
エ
ツ
卜
が
讓
農
家
を
願
慮
し
て
計
算
. 

せ
る
自
作
農
一
戶
當
り
所

^
地
反
別 

一
6
五
七
町(

マ
イ

エツ

ト
同
窗
一一一
八
一
頁
、
.內
田
五
三

^
畑
四
七

6
を
以
て
す
れ
ば
、

一
戶 

當
り
收
益
一
一
一

T

一
 

五
圓
と
な
る
。

：

(

註
ニ)

マ

イ

エ
ツ
ト
同
爵
三
六
〇
頁

.

し
 

a

U

D.
同
書
三
五
七
頁

i

s

明
，
治

初

年

の

農

民

.一
椟
.
蹯
掇
に
關
す
る
資
料
は
、土

！！

蒞
雄
•
小
野
道
雄
編
藩
.

「

明
，治
初
雄
農
段
隙
擬
錄
/

小
腿
武
夫
編
考
明
治
維 

.

.新
農
民
蜂
起
譚
/
同
藩「

維
新
社
龠
經
濟
臾
論」

「

西
独
一
.揆
叢
談」

田
村
榮
太
郞
著
W

治
嘲
平
の
政
治
的
農
民
—.
揆J

、

小
難
人
編 

べ
併
那
農
民
騷
励
史」

綠
參
照
、你
平
腿
義
太
郞
著「

BJ
]
治
維
新
の
變
革
に
伴
ふ
新
し
い
、階
級
分
化
と
社
會
的
政
治
的
運
動」

八
九
员
以
下
、 

.

.

.

.
木
村
靖I

一
著
J

木
農
民
&

_
史」

.一
一
ー
九
茛
以
下
、
土

羅

羅

「

明
治
初
部
農
民
騷
擾
の
種
々
相
.1
-(

中
央
公
論
眧
和
六
年
三
月)

缔
、
 

.
0
5
.
栃
木
縣
那
須
郡
騷
擾
は
米
-̂
騰
貴
に
ょ
り
金
納
を
耍
泶
す
る
に
至
つ
た
點
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

.

(

註
六)

中
澤
辨
次
郞
著「

日
本
米
價
變
励
史」

二
八
六
頁
. 

•

(

註
七)

徵
兵
令
反
對
の
騷
擾
を
太
政
官
の
徵
英
令
街
諭
に
於
け
る「

之
ヲ
稱
シ
テ
血
税
ト
云
フ
、
典
生
血
ヲ
以
テ
國
，一
報
ス
ル
ノ
謂
ナ
リ」

と
あ 

る
を
誤
解
し
た
こ
と
ょ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
な
す
見
解(

當
時
の
官
廳
め
報
告
、
或
は
小
脲
武
夫「

維
新
農
民
社
會
史
論」

三
二
八 

頁
"
.木
村
靖
ニ
前
揭
書
三
〇
八
頁
等)

は
そ
れ
を
堪
な
る
誤
解
と
解
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
"
そ
の
本
質
を
誤
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
れ
は
農
家
勞
働
力
の
問
題
と
し
て
、
半
封
建
的
貢
租
と
同
一
.の
物
賢
的
恶
礎
に
莪
く

農
家
勞
働
力
に
釾
す
る
課
税
に
對
し
て
の
騷
极 

.
に
外
な
ら
な
い
。(

加
田
哲
ニ
、
前
揭
書
ニ1

一

I

四
頁
、
參
©

竹
.机
改
疋
前
後
の
S

運

動

.
a
.
.

.

.. 

八

三

(

一
六
八
九)



地
：和
改
：止
前
後
め
農
民
迦
動

四 

ブ
8

度

f

i

l

 く

べ

家

る

賽

|

。

|

味
に

方

て

な

I

f

 

l

¥

l

f

 

S
た
土
I

代

賽

I

、
並
び
i

i

 

f

ぞ

1

1

1

1

^

^

j

と
し
て
I

ぞ

述

べ

て

ゐ
t

-

ょ
つ
て̂

^

”

i

l

。
治
國
の
I

I

於
け
る
均
1

s

i

設
け
I

I

。
K

-C
!

に|
也

4
Z

一
り̂

^

1

の
5

馨

|

討
2

す
る
に
、
斷

然

麗
I

し
、％

i
、
l
&

澎

f

 

K

t>

匕

,

S

E

5

、
.

の
“

I

行
す
I

如
！

(

中
略)

故
に
時
勢
人
情
を
f

逐
次
施
行
の
法
I

案
じ
、
先

づ

暫

く

氕
f

 

I

f

し

,
q
i
i
:
q

、

全
I

價
Q

I

を
S

し
、
f

後
f

 

S

Q

收

證

裏

け

、
象
め
l

l

p

'f

h
 

に
牙
す
に一

毫

Q

疑
f

容
れ
ざ
I

一
 

の條令を以てせば、求世，
不拔

Q
.

良
法
と
云
ふ
べ
し

」

、
l

C F

f
 

f

r

"

き

パ

f

l

的
I

割
據
性
の
I

f

 

I

 ニ
年
I

I

に
ょ
つ
て
I

れ
、「

選

、
こ
の
I

」

着

 

一
I

象

f

 

I

I

資

の

繁

I

l

f

 

h

^

機
す

f

のて

ぁ

つ

て

その主張す

る
と
こ
ろ
は「
沽券ノ總金高

ヲ
求
メ
、
次

一三

十
尔
間
管
内
ョ
リ
納
ム
ル
1

 

f
?
r

む
メ
 

G

均相場ヲ

f

高
I

、
_

ト前ノ沽

I

金高

ト
ヲ
比較

ス
ル」

(

I

0

を
"

％け
て
ド
？

“

る
“

“

乍
|

|

に
|

通
|

れ
て
ゐ
た
！

雲

格

は

譽

f

を
f

し

て

客

し
I

I

て
、
總

收

權

參

た

も

の

で

は
な
l

i

'

i
量
が
I

も
地
租
^

^

よ
つ
て
地
惯
は
著
し
く
相
違
し
、
叉
領
主
の
勞
役
、助
鄕
の
有
無
等
も
地
價
に
影
響
す
る
。
明
治
政
府
は
地
租
改
靡
業
の
着
手
と
し
て
1 

初
め
こ
の「

建
議」

に
從
つ
.て
一
.
部
地
券
の
交
付
を
行
つ
た
の
で
あ
.る
が
、
元
來
こ
の
.

「

建
議」

は
か
、
る
^
!
然
發
坐
的
な
地
愤
設
定
を
以 

て
、
地
租
と
し
て
控
除
せ
る
部
分
に
も
地
價
あ
り
と
な
す
誤
認
に
栽
け
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
-
^る
地
價(

資
JH

地
愦)

を
栽
礎
と
し
て 

.地
租
金
納
化
を
圈
る
こ
と
は
1:

際

に
於
て
不
可
能
で
も
あ
り
不
合
理
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
0

1

诞
つ
て「

舊
來
の
土
地
價
格
な
る
も 

の
は
地
味
の
善
惡
よ
り
％
租
法
.の
多
寡
か
ら
來
る
收
益
の
多
少
に
基
い
て
取
引
價
格
と
し
て
現
は
れ
る
實
愦
で
あ
つ
た
か
ら
、
不
公
平 

な
る
貢
粗
を
殘
し
；て
置
い
て
：の
土
地
憤
格
は
眞
價
と
は
宏
ひ
得
な
い
と
云
ふ
意
見
が
多」

く
、
,x
亊
M

、「

舊
來
の
貢
租
を
廢
し
地
價
を
5L 

むると.
：
；
小廒

し
て
宛
む
る
と
に
よ
つ
て
半
倍
之
差
違
を
生」

託
£

ず
る
や
ぅ
な
結
艰
と
な
0
.た
場
合
も
あ
つ
た
，の
で
あ
る
。
之
に
劉
し 

明
.治
政
寐
は「

右
租
稅
之
厚
澉
に
關
せ
ず
現
今
實
地
寶
買
侦
段
之
適
當
を
得
る
を
要
し
、
券
狀
相
渡
人
段
所
荷
た
る
所
以
を
固
く
し
、
 

次
に
租
稅
，の
宿
無
：に
拘
：は
ら
ず
、
落
地
無
之
樣
致
し
候
方
鄭
務
.に
.候
？
尤
右
錄
面
價
格
を
以
税
を
賦
す
る
に
無
之
、
他
日
土
地
の
全
惯
" 

卜
か
4

候
節
之
見
合
に
可
相
成
迄
之
儀
に
有
之
/

l

v
と
答
ふ
る
と
同
時
に
、
土
地
の
全
價
調
夜
の
要
望
は
昂
ま
り
つ
、
あ
つ
た
の
で 

■
あ
.る
。
五
年
五
月
陸
奥
宗
光
の「

田
租
改
正
建
議」

は
こ
の
要
求
に
合
致
し
た
も
の
'
で
あ
つ
た
。
彼

は

r

今
法
ノ
内
租
ヲ
一
變
シ
從
來
ノ 

石
高
•
反
別
•
石
盛
•
免
檢
地
。檢
見
等
一
切
ノ
舊
法
ヲ
廢
除
シ

、
現
往
田
灿
ノ
實
價
一
一
爆
ヒ
其
幾
分
ヲ
課
シ
、
部
期
ヲ
宛
メ
地
租

一一充
ン 

ト
ス
タ
共
例
假
令
田
地
原
値
ノ
西
分
ノ
五
ヲ
地
.租
ト
假
宛
ス
べ
.
シ
°

效
ー
1
.甲
田
ー
地
ア
リ
。其
地
固
ョ
リ
膏
瞍
一
一
シ
テ
水
利
ノ
便
ア
リ
、 

其
價
必
ズ
貴
ト
.ク
シ
テ1

千
圆
：ナ
ル
可
シ
。
其
地
.租
ヲ
五
十
®

.
ト

ス

0

又
乙
.田
.
ー
地
.ァ
リ
0

共
廣
狹
甲
田
一
一
同
シ
ト
雕
ト
モ
;!
■
!
ハ
地
固 

ョ
リ
瘠
土
磽
确
テ
シ
テ
耕
作
一
一
便
.ナ
ラ
サ
レ
ハ
、
其
價
モ
亦
必
ラ
ス
哗
シ
テ
五
百
圆
ナ
ル
ヘ
シ
。
乃
其
地
祖
ヲ
ニ
十
艽
圆
ト
记
ム
。
兑 

塔
/

上
中
下
田
ノ
稱
ヲ
混
同.

シ
、
唯
其
地
ノ
-域
否
肥
瘠
.一一就テ其價ヲ出

.サ
シ
ム
へ
シ

0

其
.ノ

價

ー

ー

就

テ

稅

ヲ

觉

ム

0

故
ー
ーdi
ハ
地
良
肥 

ナ
レ
-

田
價
#

フ
ス
貴
.ト
ク
、
田
價
貴
ケ
V-

ハ
地
税
必
ラ
ス
m

シ
。
之
キ
反
シ
テ
其
地
否
瘠
ナ
レ
ハ
田
價
必
ス
卑
シ
。t

價
卑
ヶ
レ
ハ 

地
租
.改
II
;
前

：
後

め

—
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地
税
必
：K

f
。
：如
此
ナ
-

ハH

損
耕
ナ
|

ヲ
省
キ
夢
去
リ
地
I

K
中
疋
平
均
ニ
至
ル
.へ'シ」

I

)

と
：主
長
し
、
農
民 

の
S

S

の
み
よ
り
生
I

る
|

發
生
的
|

解
に
代
ふ
る
に「

S

 ノ
收
權
貢
租
作
德
合
併
ノ
_

:

I

六
年
S

上
論
と
共
に「

今
般
地
i

f

付
、.
舊
來
田
畑
貢
租
納
ノ
法
_

s

更」
『

地
券
調
I

濟
次
I

也
ノ 

1

二
隨
ヒ
S

 
ノ 
P

以
テ
地
租
ト
S

修

被

仰

出
1

.

れ
る
S

び
，

^
 

總
收〗

を 

i

に
よ
っ
て
換
赞
し
て
.得
ら
れ
.る
、
實
際
寶
賈
地
價
.に
.非
る
收
益
地
價=

法
定
地
價
に
對
し
セ
課
税
せ
ら
れ
る
こ
と
I

っ
た
ぅ
で 

.あ
る
が
、
.
此
の
點
I

し
.
て
は
I

糞

窮

の

r

讓

」

が
與
っ
て
I

f

の
；と

云

含

奈

そ

し

て

と

の

爲

め

こ

ょ
 

土
地
の
地
抑
丈
敖
、
地
位
等
級
の
設
宛
、
地
價
の
.算
定
が
鑛
で
.あ
0
_た

ゲ 

i

(

'
.
R

共
改
正
地
租
の
I

と
な
る
ベ
■き「
收

益」

地
儕
は
_

そ
の
屮
に
勞
實
部
分
及
び
毒
利
f

含
f

れ
た
も

.
の
で
f

、
足
 

っ
て
そ
れ
を
_

と

し

た

地
價
は
當
然
_

餘
勞
.
唐

物

は
勿

論

勞
賃
部

分

に

ま

で

も
人
込
む
も
の
で
あ
っ
ち
そ
の
爲
め
に
か
^
 

る
地
價
設
f

對

し

て
は
各

地

に

騷
擾
が
起
り
s

o

)

不
當
な

る

地

獲
走

に

對

す

る

更

尼
の
耍
求
§

1
〕

と

.な
り
、
又

遂

に

は

明
 

治

十

屯
I

減
租
の
直
接
動
因
と
な
っ
I

地

變
對

、

輕

減

髮
.の
.

I

一

大

一

揆(

九

年

十

二

月

茨

城

縣

那

温

S

村

外

一
一
ン
tf 

及
び
同
平
十

二

月

三
域
•愛
知
•
岐

阜

。

规
四

縣

)

の

會
と

な

.っ

た

の

e

あ

っ

た

？ 

V

 

. 

- 

4
 

(

訪
一〕

細
川
酿
市
著
前
揭
書
六
三
丄
ハ
四
頁
よ
り
、
-
.

(

證

「

德
川
历
ノ
中
葉
寶
禁
止
ノ
令
ア
リ
ト
？

袭

I

ノ

コ

上

.ル
故
：之
ヲ
實
行
ス

ル

コ

ト

能
ハ
ス
i

f

テ
S

力

美

?

スシ.
テ又質ト

-石
ヒ
_ 

.对券ト

i
K

ハ'
スシ.テ讓文ト

运
フ
ノ
違
ヒ
ノ
ミ
，一：テ
其
實
ハ
賣
質
ニ
異
ナ
ル
密
ナ
ン 

t 

V

關

係

窬

類

麋

纂
4
三

〇

三

頁

)

：
：
‘ 

.

.

:

へ
へ
，
：

.：

。：
 

. 

，
 

*
す

J

-
 

.

_
_
_

c

註

三)

同
窗vr!〇

ニ

頁 

.

(

課
四
し
田
村
染
太
郎
1
小
作
農
史
の
拽
礎
間
題
.
S
歷
史
科
學
ニ
卷
四
號
八
1
頁
以
下〕

及
び「

地
租
の
浮
動
性
^
同
五
號
七
三
览
以
下)

8'
五)

北
條
縣
伺
®

■.

(

註
六)

zk
-
歷
喬
雄
•
小
脲
逍
雄
典
著
1
近
世
日
本
農
村
經
濟
史
論」

一
九
八
丄
一
九
九
頁 

(

亂
七〕

前
揭「

地
租
關
係
書
類
I

」

三

一

〇

丨

一
.一
一
一
.
一
頁 

(

註

八)

：

陸

奥

宗

光
"
地
®

瑕
調
規
則」

第
一
條(

同

右

三

一.五
頁)

.(

註
九)

同
お
三
ニ
五
頁 

•

(

話
一
〇)

吾
々
は
、
地
券
交
附
に
際
し
て
、
そ
の
上
に
賦
課
せ
ら
れ
る
地
租
の
過
踅
を
顧
慮
す
る
の
餘
り
、
實
際
の
所
有
地
以
下
に
申
吿
し
た 

* 

. 

’ J

に
、
傲
少
の
土
地
を
與
へ
ら
れ
た
に
止
ま
る
こ
と
に
ょ
る
地
券
不
欺
認
の
騷
擾
の
.例
も
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
阴
治
六
年
三
月 

福
许
縣
大
膝
*今
立
*坂
许
三
.郡
、
同

■̂五
月
岡
山
縣
同
年

.六
月
福
岡
縣
嘉
機
都
,̂

@

yi
3

地
i

f

 

f
な
る
s

<

_
は
平
均
來
傻
を
高
く
見
f

か
®

治
九
？

二
月
伊
赞
5

米
震
き
地
方
？

均
米
樹
を 

以
て
故
维
と
し
一
樣
に
卒
せ
ん
と
し
た(

明
治
八
年
三
月
和
歌
山
縣〕

&

か
に
舊
釆
納
時
代
に
比
し
て
負
擔
の
®
加
を
來
せ
る
こ
と
を 

直
接
の
原
因
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
ハ
木
村
靖
ー
一
1

揭
書
三
〇
五—

三
〇
六
B

、
單
に
そ
れ
の
み
に
化
ま
つ
て
は
分
析
不
I

 

■
; 

'

で
あ
る
o
又
土
地
の
丈
傲
、
地
位
等
緻
.の
決
定
、
地
靈
定
に
：際
し
て
の
不
正
、
情
實
に
の
み
そ
の
因
を
求
め
.る
場
合(

細
川
龜
市 

'
.著

前

揭

書

ニ1
1
1

ニ
ー
頁)

も
同
様
に
云
へ
る
で
あ
ら
ぅ
。

.

五
.

.

+

‘

::
■:
■
..
一
 

'
 

'
:
.■
f 

一
W
之
明
治
六
年
は
凶
作
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
米
價
⑴
き
上
げ
の
爲
.め
の
ィ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ

ン
政
策
に
も
拘
は
ら
ず
、
.農
家
收
入
は

ir

減

穿

向

を

迎

っ

蒸

逢

表

滲

照

〕

她
祖
.改
.菊

後

の

爲

民

凝

/
 

八

七

(
一

六
九
三)

.
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n'
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n
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I
あ

I

地
#
改
：止
：猶
後
の
農
设
運
動

農
家
收
.穫
金
額
と
物
價
指
數
§

〕

.農
家
の
收
得
せ
る
收
篚
金
輯■

公

へ

►JU.

為

明 明 胸 阴 明 明 明 明 明 ， 明 明 明 明  

洽 治 治 治 治 治 治 治 治 治 治 活 ! 治 治  

二 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 九 八 七

十 九 八 七 六 五 四 3  ニ ー  

年 41、年 印 部 L 邮 苹 ネ 牢 年 年 年

明
■
治
一
一
十

一
:苹

赞
數(

西
^
圓〕

.
三
三
三 

三
〇
八 

ニ
六
六 

'
:
ニ
五
三 

三
ニ
三 

...

四
五
〇. 

七
〇
捆 

六
六
四 

五
三
三 

•

三
九
〇 

三
三
±

.

三

九

四

. 

四
'ニ
〇 

四
-
四 

四
〇
七
、

.

指
數

 

:

一
 

0
0 

'

九U

 

八

〇

 
七
六

. 

九

七

 

:

ニ

 

i

ニ 1
1

1

九
.九

1

六
〇 

.
1
1

七 

' 

一
 

0

0
 

I

一
 

八 

1
ニ
六 

I'

ニ
七

1 

ニ
ニ

物
價
指
數

一
 
0
0 

1

0
五
. 

1

〇

〇

 

ー
〇
三

■ 

5
八

I

一
九 

—.
三
五

J

 

8
一
四
四 

1
1

七 

一
 

0
ニ 

1

〇
四 

1

〇
〇 

1
〇
〇 

ー
〇
五

地
.租
改
1H
は
：こ
の
‘渦

中
に
於
て
行
は
.れ
た
'の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
租
を
物
納
か
ら
金
納
へ
改
め
る
こ
と
に
よ
づ
て
、
近
代
的
統1 

租
税
へ
の
端
初
と
な
つ
た
け
れ
共
そ
の
永
質
に
於
て
は
、
，：そ
れ
は
農
業
坐
產
に
於
け
る
剩
餘
價
値
の
大
部
分
又
.は

少

く

と

も

そ

の

墨 

部
分
を
收
奪
す
令
封
建
的
地
代
で
.あ
つ
た
。
'
即

ち

「

.か

.の
資
本
制
生
產
方
法
に
恶
礎
を
遛
く
と
こ
ろ
の
、
平
均
利
潤
以
上
に
出
づ
る
一
. 

の
超
過
分
に
：過
ぎ
ざ
る
'産
業
上
叉
は
商
業
上
の
地
代
か
ら
は
區
別」

せ
ら
れ
る「

物
納
地
代
の
难
な
る
.形
態
變
化
か
ら
生
ず
る」

S

一

〕

命 

納
地
代
で
あ
ク
た
。
我
國
に
於
け
る
原
始
的
蓄
辕
の
_特
質
を
思
ひ
：浮
べ
れ
ば
、

こ
の
.こ
と
ぽ
容
：易
に
理
解
し
得
ざ
で
あ
ら
ぅ
。
從
つ
て 

地
：祖
改
正
條
例
第
六
章
の「

從
前
地
祖
ノ
儀
ハ
自
ラ
物
品
ノ
税
家
屋
ノ
税
等
混
漪
踩
シ
居
候
一一付
改
芷

一一當
テ
ハ
判
然
區
別
シ
地
租
ハ 

則
地
.價
ノ
百
分
ノ
一
.
一一.
モ
可
相
定
ノ
處
未
タ
物
品
等
ノ
諸
税
闫
.興
ラ
ザ
ル
.ー
ー
ョ
.リ
先
ッ
以
テ
地
價
百
分
ノ
三
ヲ
税
額
二
相
.定
候
得
典
、 

向
後
茶
_
煙
草
.
«材

木

典

他

ノ

：
物

品

税

追

I

發
行
相
成
、
歲
入
相
增
其
收
入
ノ
額
二
百
取
圓
以
上
-
至
リ
候
節
ハ
、
地
租
改
正
相
成
候
土
地 

-一.限
j

典
地
租
モ
右
新
税
ノ
增
額
ヲ
.割
合
>

地

祖

ハ

：
終
ー
！

.吉
分
.ノ

1
一一
 

相
成
候
迄
漸
次
減
少
可
致
事」

i

H

vな
る
附
加
的
條
；
に
も
枸 

は
ら
ず
、
ニ

揆

*'
騷
摱
は
依
然
と
し
て
そ
の
數
を
減
じ
な
か
つ
た
。
|

〕

農
民
に
と
つ
て
新
地
租
が
如
何H

負
檐
で
あ
つ
た
.か
は
衣
の
諸
琪
實
に
よ
つ
て
そ
の
一
斑
を
觏
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
ぅ
、
マ
ィ 

エ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
六
^

よ

裏
1
十
三
¥

に
室
る
ま
で
に
地
祖
°.
.地
.租
割
滯
納
の
爲
め
.’
^

七
千
七
百
四
十
四
人
、
.
こ
の
中
七
ニ
气
.即
ち
ニ
十
六
萬
三
千
九
百
六
十
五
人
は
貧
困
の
結
艰
の
不
納
で
あ
つ
た
。
こ
れ
等
の
不
納
金 

額
ば
十
一
：萬
四
千
耳
七
十
八
II
I

、
即
ち
ー
.
人
平
.均
不
納
金
額
：は
僅
か
に
三
十
.ー.：錢に過ぎな

.か
：つ
た
の
で
あ
る
。
し

か

も

.

こ

の
^

め
 

に强制處分：
を受けた土：
地

ft
'
:
四萬七

!!
:

；
^

^

^

^

四百

.九
十
四
萬
四
千1

ニ
百
.九
十
.
1
.動
即
ち
ニ
人
平
均
.八
俱
.三
1

一.
錢
、

IJ
I
 

地
租
改
.1
!
-
.前後.
の農边運動

 

. 

八

ナ

(

ー六少五

)



埯租

.改也前後の羁昼：
動：

九
0

c
r

六
九
六)

錢九厘

S

I

の
I

C

B

丨

」

又
I

丁
^

^

る

的

貢

I

f

物納小作料の歷に於て小作人に轉化せしめ

翌
的

• 

I

的
な
小
襲
塵

i

i

l

、.

l

金
f

 

p

、

'

P

U

WOT

ぁ
”

.即
I

國
農
業
唐

I

i

l

l

 馨

縮

 

し 
I

I

に
、
耕
地
の
細
分
：
公

篇

分

、
從
■つ

て

他

方

に

入

れ

|

そ
現
は
れ
、

肅

び

に

二

士 
I

暮

る

塞

I

高

は
W

如
く 

I

I

重

っ

て

現

は

れ.た

。
明
治
十
七

明
治
十
七
年
末 

明
治
二
十
三
年
宋

'負

俊

：
高

： 

二
三
三
、.1

〇
〇
、
六
.九
六
圓 

三
四
三
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

.
抵
當
地
地
價
額
'

ニ
六
八
、
一
四
3£
、
五
〇
.ー
圓 

五1

五
、
六
〇
〇
、〇
〇
〇
圓

■ ■■ ■

十
七
平
の
分
に
づ
，い
て
、
耕
地
に
關
す
る
負
胤
高
を
右
の
約
九
〇
涔
と
す
れ
ば
、

一
億
九
千
八
百
十
®

、
そ
の
地
債
一
一
億
ニ
千
九
百 

七
十
萬
圆
、
更
に
そ
の
中
自
作
人
の
負
偾
高
|:
'
總
額
の
五
八
^
と
す
れ
ば
、
自
作
人
の
負
債
高
は
一
億
千
四
百
二
十
萬
遏
、
そ
の
地
價 

一
億
三
千
二
百
ニ
十
萬
圓
に
上
づ
て
ゐ
る
I

七)

か
く
し
て
封
建
社
會
ょ
り
移
行
存
續
せ
し
め
ら
れ
た
半
封
建
的
零
細
農
經
營
の
.窮
乏
化
、
擴
大
再
生
産
、
更
に
資
本
の
原
始
的
蓄
積
過 

程
に
於
て
强
行
さ
れ
た
農
民
の
土
地
收
奪
に
ょ
つ
て
土
地
を
喪
失
し
た
農
民
は
、
尙
此
れ
等
す
べ
て
の
農
民
を
エ
業
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー 

ト
と
し
て
吸
收
す
べ
く
充
分
に
發
達
し
た
工
業
資
本
を
有
し
な
い
限
り
、
封
建
社
會
か
ら
分
化
し
續
け
て
來
た
半
封
建
的
小
作
農
に
西 

綱
成
さ
れ
そ
れ
を
擴
大
W

生
産
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
我
國
農
村
に
於
け
る
階
級
.祿
成
を
寄
生
的
地
主
對
小
作
人
の
形
態
に
特
微 

付
ナ
、'
資
本
虫
義
的
階
級
分
化
を
、：

從
つ
で
又
農
業
に
於
け
^

資
本
家
的
生
産
様
式
の
齋
展
を
阻
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結

#
、
我
國 

農
業
生
產
に
於
て
は
、
純
生
產
物
地
代
の
前
提
で
あ
る
自
然
經
濟
は
.
'旣
に
崩
壤
し
つ
、
あ
つ
.た
に
も
拘
は
ら
ず
、
そ
の
生
.產
關
係
は
賃 

銀
勞
働
著
を
持
取
す
る
資
本
家
的
小
.作
農
と
の
：對
立
で
は
な
く
し
て
、「

自
己
の
再
生
產
に
必
要
な
勞
働
條
件
を
占
有
し
て
ゐ
夺
直
接
生 

產

ぎ

：に
對
す
.る
搾
.取

關

係

で
あ
り
、
從
つ
て
地
代
"

小
作
料
は
直
接
生
産
者
か
ら
の
全
剩
餘
價
値
の
搾
取
と
し
て
表
は
.れ
る
。

從
つ
.て
小
作
人
は
地
租
改
¥
に
，際
し
て
何
等
の
利
益
も
曼
け
る
こ
と
.が
な
が

つ

，

た
9

後
I
述
ぶ
る
が
如
く
、
地
，主
は
、
地
租
の
金
納
如 

に
も
拘
は
ら
ず
小
作
料
は
依
然
と
1>
て「

込
來」

制
度
等
の
：封
建
的
遺
制
'を
も
伴
つ
た
物
納
地
代
の
形
態
を
保
持
し
て
ゐ
る
爲
め
に
.
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產
物
憤
格
.の
.騰
貴
と
共
：に
そ
：の
貨
幣
所
得
を
增
大
し
：
つ

、

あ

る

一

方

、
' 小
作
人
ぼ
半
封
建
时
搾
取
的
關
係
の
下
に
呻
吟
1>

な
け
れ
ば
な 

I
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か
つ
た
の
で
あ
る
o

地
主
ゼ
小
作
人
と
の
_對
立
：.は
特
に
地
祖
改
正
後
に
於
て
顯
著
と
な
る
に
至
' つ
■た

。
勿
論
旣
に
明
治
一
一
年
凶
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を
契
機
と
し
て
小
作
米
引
方
が
要
求
さ
れ
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，，ゐ
る
が
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0
>地
租
改
犯
.に
俾
ふ
小
作
料
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額
を
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求
し
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し
セ
半
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建
的
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作
關
係
の
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し
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ひ
は
新
地
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對
ず
る
反
對
の
駿
擾
等
の
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熱
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條
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；
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治
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並
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に
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憤
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割
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三ニ％
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治
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苹
乃
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ニ
十
牢
の
平
均
米
價
に
よ
る
割
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五
^
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六
•
五
^

三
ニ
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金
餘
剩
坐
產
物
の
分
配
の
割
合

國
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地
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ん
地
租
改
JE
に

よ

る

割

合
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五
〇
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B

明
治
七
•
八
•
九
牢
の
平
均
米
價
に
よ
る
割
合
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一
八
•
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^
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•
三
^
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戰
ロ
十
牢
減
秕
並
び
に
そ
の
年
の
米
價
に
よ
る
糊
合
一
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八
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％
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阴
治
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一
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米
價
に
よ
る
割
合
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六
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地
粗
改
正
條
例
に
於
け
る
田
ー
*

反
涉
收
毽
米
ー
石
六
斗
、
こ
の
ホ
作
米
ー
石
八
升
八
合
を
計
滹
の
甚
礎
と
す
。

か
く
し
て
農
村
に
於
け
る
半
封
建
的
搾
取
關
係
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
資
本
蓄
積
の
源
泉
と
な
っ
た
。
地
主
階
級
は
、
益 
< 
激
化
す
る 

小
g

A

と
の
對
立
を
內
包
し
っ
ゝ
、
政
府
の
地
主
保
護
政
策
と
相
俟
っ
て
、
そ
の
增
大
せ
る
貨
幣
所
得
を
、
商
業
資
本
•
高
利
貸
資
木 

へ
J

化
し
、
或
ひ
は
新
興
工
業
.資
本
へ
投
資
す
る
こ
と
'に
よ
つ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
T

ジ
ー
と
共
通
の
利
益
に
立
ち
，
又
そ
れ
自
身
フ
ル
ジ
日

了
化
す
る
こ
と
Iに
よ
っ
て
政
治
的
支
配
#
た
る
に
.至
つ
た
の
で
あ
る
。
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研
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け
る
戰
費
支
辨
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並
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に
明
治
九
年
國
立
銀
行
條
例
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正
に
よ
る
通
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脹
の
結
搌
、
一：般
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價
騰
貴
並
び
に
農
家
収
獲
金
額
の
壻
加
を
齎
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
共
農
.衬
の
み
な
ら
ず 

.一.般
經
濟
思
を
見
舞
っ
た
..好
.況
も
.、
そ
れ
が
ィ
ン
フ
レ
丨
シ
ョ
'
ン.
に
恶
く
も
の
で
あ
る
限
り
旣
に
そ
の
.反
！&
に
公
§'

の
激
：济
鍮
人 

.
の
超
過
及
び
之
.に
伴

ふ

JH
貨
の
濫
出
等
を
契
機
と
し
て
反
励
恐
慌
の
禍
根
を
藏
し
て
ゐ
た
の
で
ぁ
るo

し
か
も
こ
の
ィ
ン
フ
レ
ー
グ
0 

ン
過
程
に
於
け
る
農
家
收
益
の
滑
加
は
上
層
農
民
階
級
に
於
て
著
し
く
"
貧
農
殊
に
.小
作
農
は
、依
然
た
る
封
建
的
物
納
小
作
料
の
實
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初
駔
改
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後
の
I
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騷
擾
錄
ト
谙
治
康
ょ
り
十
$
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■
そ
れ
に
よ
れ
ば
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一

揆
I

件
數
は
次
の
'如
く
で
あ
る
。

.

.
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.

(

註
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マ
ィ
エ
ッ
ト
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前
揭
醫
四
ニ
四
丨
五
頁
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'

(

s

o
同
書
四
ニ
六
頁

C

註
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同
慰
三
六
四
頁
、
又
平
膝
義
太
郞
前
揭
書
五
八
丨
九
頁

(

訪
八)

明
治
ニ
年
.十
二
月
兵
I

川
邊
郡
及
び
岐
阜
縣
多
麗
、
觀

四

f

月
、
大
分
麗

I

等
. 

f

f

s 
土
屋
喬
雄
、
小
1?

道
雄
編
著「

明
治
初
筇
農
民
騷
慶
錄
ヒ
一
三
七
頁
以
1'
一
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地
租
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例
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沿
藎
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I明
治
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財
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囊
史
料
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一
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註
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書
ニ
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註
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平
胳
義
太
郞
前
揭
書
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*
.ー
六
-1
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へ
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九
莨

以
上

の
如
く
原
始
的
蓄
積
の
槓
杆
と
し
て
の
地
租
改
正
が
吾
國
資
本
主
義
發
達
の
特
殊
事
情
か
ら
强
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
我
國
農
. 

村
に
於
て
は
依
然
と
し
て
過
小
農
經
營
が
存
續
し
、
資
本
ま
義
的
階
級
分
化
、資
本
屯
義
的
坐
產
關
係：：

へ
の
轉
牝
が
阻
止
さ
れ
、
そ
し
て 

資
木
は
農
業
ょ
り
逃
避
す
る
に
至
づ
.た
と
す
れ
ば
、
農
業
問
題
の
理
解
の
鏈
鐘
：は
こ
X

に
#

す
る
o
;我
國
資
本
生
義
P

發
展
の
爲
め
に. 

は
農
民
殊
に
i

捧
封
連
的
摊
取

Q

■

の
下
|

か

れ

治

玄

な

か
_

洛
ぁ
っ

て

、
農

民

蜃

は

、
そ
S

因
は
灕
多
な 

も
の
：を
含
ん
で
b

る
と
は
一K

へ
、.
結
局
こ
れ
等
の
.半
封
建
的
抑
壓
に
對
す
る
反
揆
と
し
て
現
は
れ
た
も
の
で
あ
る
と
沄
ふ
こ
と
が
出
來 

f

?

'
半
封
建
的
坐
產
關
係
の
下
に
於
て
，は
、
搾
取
の
^

程
は
全
.剩
餘
勞
働
^

:#

物
の
.直
接
的
領
有
の
.過
.程
と
し
.
て
現
は
.れ

て

來

る

從

 

っ
I

の
.集

書

t

し
て
Q

I

に
對
す
る
反
杭
；は
.そ
_

心
的
運
動
I

す
も
の
奪
っ
た
‘

の
農
奴
騷
擾
は
本
質
上
奮
甜
建
時
代
.
の
百
姓
•一
 

揆
'
に
異
な
る
所
は
な
>
 

と

异

裳

る

；で
あ
ら
ぅ
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は
制
建
的 

粗
法
が
そ
の
ま
、
踏
襲
.
さ
れ
、
地
粗
改
正
：に
際
し
，て

.
も
新
地.
租
の
中
に
繼
承
さ
れ
，た
，舊
粗
法
が
如
何
に
小
規
模
農

^

っ
た
か
は
、
凶
作
の
爲
め
來
價Q

昂
騰
を
來
し
た
明
'治
一
一
年
：三

年

に

於

.て
ノ
最
も
多
べ
騷
«

が
起
0

た
こ
：と
.を
以
て
^

1

證
と
な
し
得
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る
で
あ
ら
ぅ
0

!ー
方
に
於
て
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半
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的
搾
取
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侵
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脅
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農
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，た
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搾
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れ
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,
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た
0

農
：揭

が

こ

れ

等

の

；
桎

梏
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擴
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进
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仗
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澍
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並
び
に
農
民
は
、
彼
等
の
先
づ
當
然
の
同
盟
客
た
る
べ
き
ブ
ル
ジ
日
ア
ジ
ー
か
ら
は
、
餘
り
に
も
芾
命
的
で
あ
る
と
し
て
、

、 

又
同
樣
に
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
か
ら
は
、
未
だ
充
分
に
進
步
せ
ず
と
し
て
、
見
棄
て
ら
れ
た
J

£

5と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
我
li
に
於
て 

も
同
檨
に
、
明
治
政
府
の
保
譴
助
成
0

下
に
の
み
成
長
し
得
た
產
業
資
本
家
が
、
そ
の
下
か
ら
封
碰
的
遺
制
を
打
破
す
る
能
ヵ
を
缺
き
、
 

從
っ
て
そ
の
無
力
と
、
反
動
性
の
故
に
、
農
域
に
對
し
て
指
缂
的
勢
力
た
り
得
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
次
第
に
反
對
勢
力
へ
轉
化 

し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
又
都
市
資
本
制
勞
働
苕
に
對
し
で
は
、
農
段
は
、
む
し
ろ
、
指
導
的
地
位
に
そ
っ
た
。
所
謂「

町
方
小
前
騷
動」 

が

農
民一

揆
に
發
展
す
る
ょ
り
は
、
逆
に
農
民
一
揆
が
都
市
貧
民
の
合
流
を
得
た
多
く
の
事
例
は
こ
の
本
を
例
證
す
る
も
の
で
あ
ら
ぅ
。 

こ
の
故
に
農
民
騷
擾
は
地
方
分
散
的
、
無
同
盟
的
、
自
然
發
坐
的
た
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

勿
論
晋
々
は
封
建
的
支
配
體
制
に
對
す
る「

村
方
農
民
總
體」

の
鬪
爭
と
し
て
、
.村
方
地
主
等
の
騷
撥
參
加
の
例
を
荷
す
る
。
け
れ
共 

こ
の
場
合
で
も
、
彼
等
は
耕
作
農
尻
の
現
實
的
同
盟
若
乃
至
指
導
客
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は

出
来
な
い
。(

af
e
-A)

し
か
も
地
租
改
芷 

し

を
通
じ
て
、
や
が
て
地
租
が
剩
餘
價
値
の
標
準
形
態
と
し
て
の
性
質
を
揚
棄
し
、
地
主
保
謹
政
策
が
地
主
を
ブ
ル
ジ
H

ア
化
せ
し
め
る 

と
典
に
、
混
然
た
る
經
濟
的
階
級
の
意
識
を
反
映
し
っ
、
あ
っ
た
農S

運
動
の
中
に
、
地
主
對
小
作
人
の
對
立
が
明
確
な
階
級
意
識
を 

呼
び
起
し
初
め
て
來
る
。
殊
に
、
地
租
改
IH

を
通
じ
て
の
農
村
の
痛
品
n

貨
幣
經
濟
ベ
の
'#

扉
、
資
本
主
義
の
農
村
侵
入
は
、小
農
民
の 

窮
乏
、
獨
立
小
坐
產
者
就
中
小
自
伤
踩
の
解
體
、，
小
作
地
の
增
加
を
窗
ら
す
と
共
に
、
尙
依
然
と
"し
'て
半
赳
建
的
桎
梏
の
下
に
遛
く
こ 

と
に
ょ
っ
て
、
そ
の
自
出
な
發
勝
を
阻
げ
た
こ
と
、
そ
し
て
農
業
に
於
け
る
こ
の
半
封
建
的
生
蓝
様
式
を
經
濟
的
基
礎
と
し
て
、
政
府 

の
保
謹
助
成
の
卞
.に
產
業
資
本
に
轉
化
し
っ
\

あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
次
第
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
發
M

へ
の
ぬ
山
な
道
を
要
望
す
る 

に
茧
.っ
た
こ
と
、■
こ
-V

に
自
由
民
權
運
動
の
根
據
が
與
人
ら
れ
る
と
共
、
に
、
農
民
運
動
は
自
沿
民
檄
遝
動
に
解
消
し
、
農
拔
就
中
地
主 

及
'び
富
農
の
特
權
资
本
家
に
對
す
る
抗
-̂

良
作
農
及
び
小
地
主
：の

高

利

纂

畫

芨

び
^

利
貸
的
大
.地
主「

に
對
す
る「

借
金
黨」

の
運 

地
租
改
]1

:
.前
後
©
'農

玫

運

動

. 

■ 

九
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地
租
改
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前
後
の
農
民
運
動
' 

.
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並
び
に
小
作
人Q

地
主

に
学

る
小
作
料
輕
減
、
永
小
作
權
、
入
#.
f

繃
す
る
闘
f

三
方
面
へ
發
股
す
る
I

つ
たo

 

(

註一
)

土
屍
喬
雄
、
前
损「

明
治
初
^
農
民
^

^
の
^

々

ぎ
1:
ハ
夂
^

: 

c
tl
ニ)

.：
服
部
之
總
前
揭
書
.二

，七
頁
.

I

D

例
へ
ば
、
明
治
■

四
月
越
後
蒲
謹
の
一
挨
。
所
謂
越
後
分
水
I

.
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
挨
は
屢
g

 

入
霞
立
に
對
し一」

反
對
し
た
の
で
あ
る
が
、
新
政
府
の
證
政
策
外
_
篡
等
に
對
す
る
反
對
を
妻
み「

f
K
S

德
川
家
產 

朝
敵
奸
賊
怔
伐」

な
る
旗
印
の
下
に
留
に
新
政
府
反
對
、
を
■

し
て
ゐ
る
。(

前
揭「

明
治
初
葉
民
騷
擾
錄
匕 
一
一
S

丄

三
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美

〕

服

部
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罄
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明

治

維

新

の

軍

命

及

び

肇

命

」
〔

日

本

資

本

義_

史
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座

〕
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婚
姻
儀
式
の
公
示
性
と
婚
姻
概
念
の
ニ
構
成
要
素

/

打

村

.

鎖

三

’

■

.

'

「

姻

婚

儀

式

要

因

中

に

於

け

る

公

示

耍

因
，
，

' 

J
:
. 

.

婚
姻
C
1

〕

は
人
類
社
會
に
於
け
る
最
T1
?
の
制
度
で
あ
る
0
C
2
X
3

〕

(

1〕

後
段
に
豫
定
せ
ら
れ
た
る
適
常
の
機
會
ま
で
、
あ
ら
た
め
て「

婚
姻」

に
定
義
を
下
す
こ
と
な
く
過
ぎ
る
。
姑
ら
く
は
、
ー
诺
砂
、序
の
>*

に
®

か
れ
た
る
永
續
的
兩
蚀
關
係
と
觀
念
さ
れ
る
C
と
を
以
て
足
れ
り
と
.す
.る
が
、
筆
老
は
JI
I

語
上
婚
姻
と
結
婚
の一 
一̂

1
一
般
に
腿

.

ば
こ
め
ニ
^

は
氣
^

く
混
|1
]

さ
れ
て
.

ゐ
る
.

が
-̂

-

-
を
區
別
す
る
。
婚
姻
を
結
ぶ
意
味
に
の
み
築
滿
は
結
婚
の
^
を
打
ゐ
る
ま
た

最
も
廣
く
、
K

つ
最
も
不
讓
に
、如
何
な
る
雙
、形
式
た
る
を
問
は
ず
"
兩
'

性の
性
的
關
係
自
歡
、
極
端
に
は
5

の
兩
姓
響
の 

獲
そ
の
も
の
を
霧
し
て
婚
姻(

結
婚)

と
做
す
俗
間
繼一

例
S

し
も
稀
れ
で
な
い
が
、
こ
れ
も
嚴
筑
に
婚
姻
か
ら
値
別
せ
ら
る
ベ 

き
で
あ
る
。
兩
性
の
性
的
交
涉
そ
れ， 31

體
、或
は
ー
觉
の
耍
件
に
合
は
ざ
る
牲
關
係
は
縱
し
馨
が
_

の
拖
本
的
耍
素
で
あ
つ
て
も
，

米
だ
婚
姻
で
は
な
い
0
尤
も
學
表
に
あ
り
て
も
、
あ
る
入
々
は
、
筆
淠
の
所
謂「

婚
姻
し
に「

婚
姻
制
度J

な
る
語
を
宛
て
、
そ
の
場
A
nの
、

.

炖
礎
的
要
素
た
る
姓
關
係
に「

婚
姻」

の
語
を
宛
て
、
ゐ
る
が
、
筆
者
は
.
3
!分
の
||
)
語
法
の
.方
が
对
い
と
思
つ
；て
ゐ
る
。
少
く
と
も
筆
潸 

S

F

n

a式
の
公
示
蚀 

婚
姻
概
念
め
ニ
構
成
猥
素 

九

九

(
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七
0
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